

要　望　調査票
	法人等名
代表者氏名
	

	担当者
	
	連絡先
	

	雇用契約の有無
	□あり　□なし（雇用契約締結が要望提出の条件です）

	整備内容
※その他の場合は記載
	休憩所　・　更衣室　・　シャワー　・　トイレ　
その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	上記内容の事業費
（税込み）
	　　　　　　　　　　　　　円



	項目
	回答
	必要書類

	問１．整備内容（詳細）
	例）移動式トイレ１台の導入

	・見積書２者以上
・組織の規約等

	問２．整備施設等の共同利用

	地域の複数の農業者で、整備施設を共同利用予定
□はい　　□いいえ
	

	問３．農業経営相談所等の利用

	農業経営相談所等（普及センターが窓口）を利用して、社会保険労務士等の専門家派遣による労務管理や雇用改善等に関する相談を事業内に実施予定
□はい　　□いいえ
	

	問４．研修会等へ参加

	労務管理や雇用確保、農作業安全の研修会に年１回以上参加予定（市開催のものを含む）
□はい　　□いいえ
	

	問５．作業指示書やマニュアルの整備等
	作業指示書やマニュアルの整備等の多様な人材が従事作業内容を理解できる取組を実施済
□はい　　□いいえ
	・内容等が分かる書類

	問６．過去の事業活用について
	過去に国や県の事業において、同類の整備を行ったことがある
□はい　　□いいえ
	



別記様式第５号別表２
· 目標雇用者数
	項目
	事業実施年度の末時点の総雇用者数

	
	前年度末
（Ｒ７）
	当年度末
（Ｒ８）
	翌年度末
（Ｒ９）
	翌々年度末
（Ｒ１０）

	正規雇用
	
	
	
	

	パート・アルバイト
	
	
	
	

	外国人材
	
	
	
	

	農福連携
	
	
	
	

	その他（シルバー人材等）
	
	
	
	

	計
	
	
	
	




注意事項　※御理解いただいた方は□にチェックをお願いします。

□ 補助率は県1/3以内です。
□ 交付決定後に着手した事業のみが対象となります。
　※市の予算確保の都合上、R8.9月以降の事業着手となる予定です。
□実施計画書提出までに農業経営相談所等を利用し、年度内に専門家派遣予定者となっていること、もしくは、市主催の研修会に参加すること（R8.7月～R9.2月に開催予定）が整備に取り組める要件です。
□実施年度から翌々年度（R8～R10）までの雇用者数実績を報告する必要が　あります。
□ なお、この調査表は予算の配分の根拠となるものではありますが、提出　により必ず採択されるものではありませんので御了承ください。


【問合せ・提出先】
　〒885-8555　都城市姫城町６街区21号
都城市役所　農政部農政課　総括担当　重石（しげいし）
　　　　　　　　FAX　２３－２６６０　　電話　２３－２７６８
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